
令和４年５月 18 日  
 
令和４年度 第 1 回飯山市地域公共交通会議 
 
 

（３）地域内フィーダー系統確保維持計画の承認について 
    （小境線・温井線の継続事業） 
 

「予約乗り合いタクシー小境線」及び「予約乗り合いタクシー温井線」につい
て、昨年度に引き続き地域公共交通確保維持事業費補助金（地域内フィーダー系
統確保維持費補助金）を申請する。 
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）（案） 

 

令和４年 月 日 

（名称）飯山市地域公共交通会議 

 （代表者名）会長 足立正則 
 

0. 生活交通確保維持改善計画の名称 

飯山市地域内フィーダー系統確保維持計画 （令和５年度～７年度） 

「小境線（予約型乗り合いタクシー）運行事業」 

「温井線（予約型乗り合いタクシー）運行事業」 

 

1.地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

当該路線の沿線である、飯山市の北部地域は、高齢化率 19.1～80.6％（令和４年４月１

日現在）の集落が集まる、過疎化の進む山間地域である。また、冬季は積雪が2ｍを超える

特別豪雪地帯でもある。 

中心市街地には、飯山赤十字病院やスーパーなど市民生活を支える生活機能を担う施設、

店舗等があるが、自家用車を運転できない高齢者や子どもたちにとっては、路線バス、乗り

合いタクシー等の公共交通が山間集落と市街地を結ぶ唯一の移動手段となっている。  

飯山市の北部地域と市街地を結ぶ公共交通機関には、太田・外様・柳原地区と市街地を結

ぶ定時定路運行のバスである小境線と、岡山・太田・常盤地区と市街地を結ぶ定時定路運行

のバスである温井線があるが、すでに廃止路線代替バスとなっている。  

小境線と温井線は朝、夕は、40人乗りバス車両で、小中学生のスクール利用をカバーしな

がら運行しているが、バス車両が大きく幹線道路以外に通行できないため、沿線から離れた

集落の高齢者が利用できず、小中学生以外の利用者数は大きく減少していた。 

このため、朝、夕の通学利用を維持しつつ、集落内に居住する高齢者を中心に通院･買物

など日常生活を支える交通手段として、地域公共交通確保維持事業により、小境線及び温井

線で予約型乗り合いタクシーを運行することで、住民の公共交通手段を改善し、存続させる

ことが必要不可欠となっている。 

 

 

 

2.地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

小学校および中学校への通学支援を維持しつつ、高齢者の利用を中心とした利便性向上・ 

利用促進に取り組み、「買物交通弱者」「通院交通弱者」の解消と持続可能な交通体系を確立

する。 

目標 ：小境線（デマンド）の令和４年 10 月から令和５年９月までの期間における 

１便平均利用者数 2.0 人。 

（令和３年度：目標 2.0 人、実績 1.5 人） 

 

目標 ：温井線（デマンド）の令和４年 10 月から令和５年９月までの期間における 

１便平均利用者数 2.0 人。 

（令和３年度：目標 2.0 人、実績 2.4 人） 

 

（２）事業の効果 

デマンドでの小型車両で運行することで、小境線及び温井線の利用範囲を拡充するととも

に、利用が想定される年齢層から鑑み、通院や買い物しやすい時間に運行することで利用サ

ービス水準を向上し、日常生活の移動手段を確保する効果が期待される。 

また、北陸新幹線飯山駅を発着するため、当地域の活性化につながる効果が期待できる。 
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3. 2.の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

地域住民に「利用しやすい公共交通」であることを知っていただくため、当路線個別の時

刻表を見やすく編集し、市内の対象地区に配布するほか、市内すべての公共交通の時刻表を

集約した公共交通マップの作成、さらには北陸新幹線飯山駅発着の広域圏域の時刻表にも掲

載し、利用者の増を図る。 

搭乗調査により、利用者の意見を把握し、事業につなげる。（飯山市） 

 

4．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

①運行路線図（別添資料：運行計画図参照） 

②時刻表・運行予定期間・運賃 

（別添資料：運行計画図参照） 

③運行事業者決定の経緯（地域内フィーダー系統共通） 

飯山市内の気象条件、道路網、集落分布を熟知しているとともに、デマンド運行

に必要な設備を保有する、下記の交通事業者を引き続き予定する。 

 

補助対象事業者 補助対象系統数 
確保維持事業に要する 

国庫補助額（千円） 

長電バス株式会社 小境線  

長電バス株式会社 温井線  

 

④運行予定期間 

 ・小境線 

山間集落内の乗降場所を拡充、予約型乗合運行に改定し、平成24年10月から 

運行を開始し、引き続き、令和5.6.7年度の運行を予定。 

 

 
R4    令和5年度 R5   令和6年度 R6    令和7年度 
10 月    3 月    9 月 10 月    3 月    9 月 10 月    3 月    9 月 

小境方面線  

 

 

 

 
 

 

 

・温井線 

 山間集落内の乗降場所を拡充、予約型乗合運行に改定し、令和元年10月から運行 

を開始し、令和5・6・7年度の運行を予定。 

 

 
R4    令和5年度 R5   令和6年度 R6    令和7年度 
10 月    3 月    9 月 10 月    3 月    9 月 10 月    3 月    9 月 

温井方面線  

 

 

 

 

 

 

 

⑤地域内フィーダー系統の補足資料（既存交通や地域間交通との関係や整合性を図って

いる旨の説明等を説明した資料（要綱別表６のハ） 

 

ＪＲ飯山線（鉄道）と補助対象地域間幹線系統である野沢線及び中野木島線（バス）

があるが、JR 飯山線とは、戸狩野沢温泉駅・飯山駅で接続し、野沢線および中野木島

線とは木島バス乗り場にて接続する運行経路・ダイヤを設定している。 

 

5.地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 飯山市から運行事業者への補助金については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差

し引いた差額分を負担することとしている。 
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6.補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

長電バス株式会社 

 

 7.補助を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定方法 

  【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

 8.別表 1 の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日 1 日当たりの

運行回数が 3 回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

9.別表 1 の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

10.生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

11.外客来訪促進計画との整合性 

 【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

※該当なし 

 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の改正により、令和３年度から過疎地域

に再指定（第 2条第 1項）されている。 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  ※該当なし 

（２）事業の効果 

  ※該当なし 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者 

【車両減価償却費等国庫補助金又は公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ 

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 
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16.老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業におけ 

る収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活 

用した利用促進策） 

 【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

① 車両の代替による費用削減等の内容 

※該当なし 

 

② 代替車両を活用した利用促進策 

※該当なし 

 

17．協議会の開催状況と主な議論  

・平成 23 年 12 月 19 日   運行見直し対象路線と改善案について 

・平成 26 年 5 月 26 日    生活交通ネットワーク計画について承認。 

・平成 26 年 12 月 11 日   公共交通の見直しについて 

・平成 27 年 5 月 11 日  生活交通確保維持改善計画について承認。 

・平成 28 年 6 月  1 日  生活交通確保維持改善計画について承認。 

・平成 28 年 10 月 12 日   公共交通の見直しについて 

・平成 29 年 2 月 16 日  公共交通の見直しについて（書面による決議） 

・平成 29 年 5 月 24 日  生活交通確保維持改善計画について承認。 

・平成 29 年 6 月 15 日  公共交通の見直しについて（書面による決議） 

・平成 29 年 9 月 12 日  公共交通の見直しについて（書面による決議） 

・平成 29 年 10 月 26 日   公共交通の見直しについて 

・平成 30 年 1 月 31 日  公共交通の見直しについて（書面による決議） 

・平成 30 年 5 月 28 日  生活交通確保維持改善計画について承認。 

・平成 30 年 10 月 18 日  公共交通の見直しについて 

・令和 元年 5 月 23 日  生活交通確保維持改善計画について承認。 

・令和 元年 10 月 17 日  公共交通の見直しについて（書面による決議） 

・令和 元年 12 月 23 日  公共交通の見直しについて 

 ・令和 ２年 ６月 12 日  生活交通確保維持改善計画について（書面による決議） 

 ・令和 ２年 10 月 23 日  公共交通の見直しについて 

 ・令和 ３年 ３月 29 日  飯山市地域公共交通会議規約の一部改正について 

・令和 ３年 ５月 26 日  生活交通確保維持改善計画について 

・令和 ３年 10 月 27 日  公共交通の見直しについて 

 

 

 

18．利用者等の意見の反映 

バス利用者を対象に、利用目的・頻度・改善点の把握に努めるとともに地域別意見懇談会

を開き、運行計画案について要望・課題の収集、計画の周知を行った。 

アンケートや懇談会にて、山間集落の生活環境改善・向上、バスの存続、利用しやすい運

行形態・車両に対して、強い要望が寄せられた。 

 

（小境線） 

・小境線沿線地域での地域別意見懇談会の実施（平成 24 年 2 月実施） 

・小境線沿線に関わる小中学校ヒアリング・調整を実施（平成 24 年 2 月実施） 

・飯山市公式ホームページにてパブリックコメント実施（平成 24 年 2～3月実施） 

 

（温井線） 

・温井線沿線地域での地域別意見懇談会の実施（平成 31 年 2・3月実施） 

・温井線沿線に関わる小中学校ヒアリング・調整を実施（平成 31 年 1・4月実施） 
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19．協議会メンバーの構成員 

 飯山市地域公共交通協議会 会議メンバーは次のとおり 

関係都道府県 
長野県交通政策課 

長野県北信地域振興局企画振興課  

関係市区町村 飯山市長 

交通事業者・交通施

設管理者等 

長電バス(株)  長野交通(株)  戸狩ハイヤー(有) 

(株)妙高ハブネット長野飯山営業所 

ＪＲ東日本長野支社飯山駅  飯山警察署     

長野県北信建設事務所飯山事務所 

地方運輸局 北陸信越運輸局長野運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

(社)長野県バス協会  長野県タクシー協会  長野電鉄労働組合 

飯山市区長会協議会  飯山市老人クラブ連合会 

飯山市社会福祉協議会 飯山商工会議所 

長野工業高等専門学校 

飯山高等学校     下高井農林高等学校 

小中校長会      公募委員       

（一社）信州いいやま観光局 

 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所） 飯山市大字飯山 1110-1     

（所 属） 飯山市総務部企画財政課    

（氏 名） 事務局 鈴木 浩之      

（電 話） 0269-67-0722（直通）     

（e-mail） kikaku@city.iiyama.lg.jp     
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 5年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

木島バス停他１停留所
で補助対象地域間幹線
系統である野沢線、中
野木島線と、飯山駅及
び戸狩野沢温泉駅でＪＲ
飯山線とそれぞれ接続

③

復　　ｋｍ

364日 1036回 区域運行 ②（１）

飯山市 長電バス㈱
温井以北
温井
太田
戸狩駅周辺
常盤
市街地
木島

往　　ｋｍ

復　　ｋｍ

(1)

(2) 温井線

往　　ｋｍ

小境線

戸狩駅周辺
太田
外様
柳原
市街地
木島

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

計画
運行
回数

計画
運行
日数

系統
キロ程

運行系統
再
編
特
例
措
置

木島バス停他１停留所
で補助対象地域間幹線
系統である野沢線、中
野木島線と、飯山駅及
び戸狩野沢温泉駅でＪＲ
飯山線とそれぞれ接続

③364日 1436回 区域運行 ①
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はちす

五位野

117

292

しなのたいら

419

とがりのざわおんせん

常盤

瑞穂

飯
山
駅

117

409

ふるさと館

瀬木交差点

戸狩小学校入口

戸狩野沢温泉駅
太田農協（北信州診療所）

小境神社前

千曲荘入口

五束南

五束公会堂 北条

北条作業所 五荷

ちゃいむ
上種

戸狩診療所

外様農協

信濃平

中条

法寺

中曽根公会堂

顔戸公会堂

小境
小境北
柳沢

堀之内

押出

中条生活センター

中条構造改善センター
島

小佐原中いずみだい保育園

南条
泉台小学校

別府入口

飯
山
駅

117

飯
山
駅

藤ノ木

南本町

御旧跡

神明町

市ノ口坂下

須多峰団地

小佐原

飯山市役所
本町

坂上

愛宕町

西上町

木島

安田

日赤

飯山駅北（飯水医師会館南）

飯山駅

静間北（デリシア東側）

大久保東（ベイシア北側）

中町東（ユーパレット南側）

岡山

富倉

木島
200 市街地
300 200 柳原
400 300 200 外様
500 400 300 200 太田
500 400 400 300 200 戸狩駅周辺

乗り合いタクシー
小境線 路線図

戸狩野沢温泉駅 － 太田 － 外様 － 柳原
 － 市街地（小境線バス路線沿周辺）

飯山市予約型乗り合いタクシー

令和４年４月1日現在

はちす

7117

292292乗り合いタクシー小境線は・・・
戸狩野沢温泉駅から太田地区、外様地区、柳原地区
を通り市街地までを結ぶ乗り合いタクシーです。他
のお客様と乗り合いになることはありますが、電話
予約 1本で最寄の停留所までお迎えにあがります。
料金はバス料金を目安に設定しており格安です。飯
山市のたいへん便利な公共交通ですので、お気軽に
ご利用ください。（朝夕夜はバスが運行しています。）

乗り合いタクシー小境線
● 予約先：62 - 4131  
   （長電バス株式会社）

料金表

元日を除く
毎日運行
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地
区

停
留
所

■
●

●

戸
狩

周
辺

戸
狩
野
沢
温
泉
駅

7:
25

9:
15

11
:4
0

太
田
農
協
（
北
信
州
診
療
所
）

7:
27

9:
17

11
:4
2

戸
狩
診
療
所

戸
狩
小
学
校
入
口

千
曲
荘
入
口

太
田

五
荷

7:
28

9:
18

11
:4
3

ふ
る
さ
と
館

7:
32

9:
22

11
:4
7

瀬
木
交
差
点

ち
ゃ
い
む

上
種
北
条
作
業
所

北
条
堀
之
内

五
束
公
会
堂

7:
36

9:
26

11
:5
1

五
束
南

柳
沢
小
境
北

小
境
小
境
神
社
前

押
出

外
様

顔
戸
公
会
堂

7:
37

9:
27

11
:5
2

信
濃
平

7:
41

9:
31

11
:5
6

中
曽
根
公
会
堂

外
様
農
協

法
寺
中
条
中
条
生
活
セ
ン
タ
ー

島 中
条
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

柳
原

別
府
入
口

7:
42

9:
32

11
:5
7

泉
台
小
学
校

7:
43

9:
33

11
:5
8

南
条

7:
44

9:
34

11
:5
9

小
佐
原
中

7:
46

9:
36

12
:0
1

い
ず
み
だ
い
保
育
園

藤
ノ
木

御
旧
跡

小
佐
原

市
街
地

須
多
峰
団
地

7:
47

9:
37

12
:0
2

市
ノ
口
坂
下

7:
48

9:
38

12
:0
3

神
明
町

7:
49

9:
39

12
:0
4

愛
宕
町

7:
50

9:
40

12
:0
5

坂
上

7:
51

9:
41

12
:0
6

本
町
飯
山
市
役
所

7:
52

9:
42

12
:0
7

南
本
町

西
上
町

7:
53

9:
43

12
:0
8

飯
山
駅
北（
飯
水
医
師
会
館
南
）

飯
山
駅

7:
54

9:
44

12
:0
9

日
赤

7:
57

9:
47

12
:1
2

静
間
北
（
デ
リ
シ
ア
東
側
）

7:
58

9:
48

12
:1
3

中
町
東（
ユ
ー
パ
レ
ッ
ト
南
側
）

8:
01

9:
51

12
:1
6

大
久
保
東
（
ベ
イ
シ
ア
北
側
）

木
島

安
田

－
 

9:
55

12
:2
0

木
島

－
 

9:
58

12
:2
3

上
り
（
市
街
地
行
き
）

◆
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
ご
利
用
方
法

①
乗
車
し
た
い
方
面
と
予
約
受
付
時
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

   （
予
約
受
付
時
間
　
8：
00
～
17
：
00
 ）

②
乗
車
し
た
い
時
刻
の
便
の
1
時
間
前
ま
で
に
電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　

　
※
始
発
便
は
前
日
の
17
:0
0
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

③
予
約
の
際
は
以
下
の
内
容
を
受
付
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　【
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
方
面
】、
【
名
前
】、
【
乗
車
す
る
便
の
時
間
】、

　【
乗
り
降
り
す
る
停
留
所
名
】、
【
手
荷
物
の
有
無
】

④
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
へ
の
乗
降

　
予
約
し
た
時
刻
の
便
の
停
留
所
で
乗
り
降
り
し
て
く
だ
さ
い
。

　（
※
停
留
所
以
外
で
の
乗
り
降
り
は
で
き
ま
せ
ん
。）

○
予
約
状
況
に
よ
り
、
出
発
時
間
・
到
着
時
間
は
変
動
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
市
街
地
の
み
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

　（
須
多
峰
団
地
、市
ノ
口
坂
下
、神
明
町
、愛
宕
町
、坂
上
、本
町
、飯
山
市
役
所
、南
本
町
、

　
  西
上
町
、
飯
山
駅
北
、
飯
山
駅
、
日
赤
、
静
間
北
、
中
町
東
、
大
久
保
東
の
区
間
）

○
運
賃
の
割
引
に
つ
い
て

　
小
学
校
就
学
前
・
・
・
無
料
　
 小
学
生
・
・
・
半
額

　
障
が
い
者
割
引
・
・
・
半
額
（
手
帳
の
提
示
が
必
要
で
す
。）

　
※
障
害
者
（
身
体
・
療
育
・
精
神
）
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　
※
身
体
障
害
者
手
帳
（
第
1
種
）
所
持
者
お
よ
び
療
育
手
帳
（
A）
所
持
者
と
同
行
す

　
　
る
方
（
1
名
）。

下
り
（
小
境
方
面
行
き
）

小
境
線
 時
刻
表

（
令
和
４
年
４
月
1
日
更
新
）

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
お
問
い
合
わ
せ
は
飯
山
市
役
所
企
画
財
政
課
☎
62
-3
11
1
ま
で

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
は
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
先
：
長
電
バ
ス
（
株
）　
☎
62
-4
13
1

●
電
話
予
約
の
例

　
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
小
境
線
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
①
（
方
面
）
市
街
地
方
面
へ
行
き
た
い
の
で
す
が

　
②
（
お
名
前
）
飯
山
花
子
で
す
。

　
　
※
乗
車
す
る
方
が
複
数
の
場
合
は
皆
さ
ん
の
お
名
前
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
③
（
利
用
す
る
便
の
時
刻
）
9
時
15
分
の
便
で

　
④
（
乗
降
の
停
留
所
）
○
○
公
民
館
か
ら
日
赤
ま
で

　
⑤
（
手
荷
物
の
有
無
）
手
荷
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
※
大
き
な
手
荷
物
が
あ
る
場
合
は
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

  乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
小
境
線
　
●
印
＝
元
日
を
除
く
毎
日
運
行
（
元
日
は
運
休
）　
■
印
＝
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
の
み
運
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 8
/1
3
～
8/
16
お
よ
び
12
/2
9
～
31
、
1/
2、
1/
3
は
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
と
同
時
刻
で
運
行
  

地
区

停
留
所

●
●

●
■

■

木
島

木
島

－
10
:5
0

13
:0
5

－
－

安
田

－
10
:5
3

13
:0
8

－
－

市
街
地

大
久
保
東
（
ベ
イ
シ
ア
北
側
）

－
10
:5
4

13
:0
9

15
:0
0

16
:4
5

中
町
東（
ユ
ー
パ
レ
ッ
ト
南
側
）

静
間
北
（
デ
リ
シ
ア
東
側
）

日
赤

－
10
:5
5

13
:1
0

15
:0
1

16
:4
6

飯
山
駅

－
11
:0
0

13
:1
5

15
:0
6

16
:5
1

飯
山
駅
北（
飯
水
医
師
会
館
南
）

西
上
町

－
11
:0
1

13
:1
6

15
:0
7

16
:5
2

南
本
町

－
11
:0
2

13
:1
7

15
:0
8

16
:5
3

飯
山
市
役
所

本
町

－
11
:0
3

13
:1
8

15
:0
9

16
:5
4

坂
上
愛
宕
町

－
11
:0
5

13
:2
0

15
:1
1

16
:5
6

神
明
町

－
11
:0
6

13
:2
1

15
:1
2

16
:5
7

市
ノ
口
坂
下

－
11
:0
7

13
:2
2

15
:1
3

16
:5
8

須
多
峰
団
地

－
11
:0
8

13
:2
3

15
:1
4

16
:5
9

柳
原

小
佐
原

－
11
:1
0

13
:2
5

15
:1
6

17
:0
1

御
旧
跡

藤
ノ
木

い
ず
み
だ
い
保
育
園

小
佐
原
中

南
条

－
11
:1
1

13
:2
6

15
:1
7

17
:0
2

泉
台
小
学
校

－
11
:1
2

13
:2
7

15
:1
8

17
:0
3

別
府
入
口

外
様

中
条
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

－
11
:1
7

13
:3
2

15
:2
3

17
:0
8

島 中
条
生
活
セ
ン
タ
ー

中
条
法
寺
外
様
農
協

中
曽
根
公
会
堂

信
濃
平

顔
戸
公
会
堂

－
11
:1
8

13
:3
3

15
:2
4

17
:0
9

太
田

押
出

8:
58

11
:2
3

13
:3
8

15
:2
9

17
:1
4

小
境
神
社
前

小
境
小
境
北

柳
沢
五
束
南

五
束
公
会
堂

堀
之
内

9:
03

11
:2
8

13
:4
3

15
:3
4

17
:1
9

北
条
北
条
作
業
所

上
種
ち
ゃ
い
む

瀬
木
交
差
点

ふ
る
さ
と
館

五
荷

9:
04

11
:2
9

13
:4
4

15
:3
5

17
:2
0

戸
狩
周
辺

千
曲
荘
入
口

9:
07

11
:3
2

13
:4
7

15
:3
8

17
:2
3

戸
狩
小
学
校
入
口

戸
狩
診
療
所

太
田
農
協
（
北
信
州
診
療
所
）

戸
狩
野
沢
温
泉
駅

9:
08

11
:3
3

13
:4
8

15
:3
9

17
:2
4

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
 

元
日
を
除
く

毎
日
運
行
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飯
山
線

北竜湖

菜の花公園
道の駅
花の駅千曲川

かまくらまつり

千曲川

針湖

みゆ
き野
ライ
ン

く
わ
な
が
わ

か
み
く
わ
な
が
わ

かみさかい

しなのたいら

きた
いいやま

117

95

116

408

411

403

117

419

95409

97

503

292

五位野

綱切橋

中央橋

飯
山
駅

小沼

小沼南入口

常盤農協

城北中学

中土手

戸狩新田

戸狩照里

長峰神社

戸狩野沢温泉駅

太田農協戸狩小学校入口

今井

蕨野
曽根

瀬木
戸狩温泉スキー場

吹上
横川

二ツ宮

土橋

小出雲

上境入口

温井

羽広山

土倉

森の家

柄山

しなな
平

上水沢生活改善センター

大池公民館

山
線大塚公民館

戸狩診療所

今井生活改善センター
地蔵堂

天神原

上村
原東

みゆ羽広山多目的集会所

大塚南

曽根北

羽広山南

六地蔵

城北中学校前

原旧作業所

乗り合いタクシー
温井線 路線図
柄山 － 温井 － 太田 － 常盤

 － 市街地（温井線バス路線沿周辺）

飯山市予約型乗り合いタクシー

令和 ４ 年 ４ 月 1日現在

乗り合いタクシー温井線
● 予約先：62 - 4131  
   （長電バス株式会社）

かまくらまつり

乗り合いタクシー温井線は・・・
柄山から温井、太田地区、常盤地区を通り市
街地までを結ぶ乗り合いタクシーです。他の
お客様と乗り合いになることはありますが、
電話予約 1本で最寄の停留所までお迎えにあ
がります。料金はバス料金を目安に設定して
おり格安です。飯山市のたいへん便利な公共
交通ですので、お気軽にご利用ください。
（平日の朝夕夜はバスが運行しています。）

飯
山
駅

南本町

北飯山駅 北信州みゆき農協

有尾

飯山市役所
本町

仲町

城山下

西上町

木島

安田

日赤

飯山駅北（飯水医師会館南）

飯山駅

静間北（デリシア東側）

大久保東（ベイシア北側）

中町東（ユーパレット南側）

飯山高校

きた
いいやままままま

綱切橋
綱切橋
綱切橋
綱

中央橋中央橋

飯
山
駅

木島

200 市街地

300 200 常盤南

400 300 200 常盤北

500 400 200 200 戸狩野沢温
泉駅周辺

500 400 300 200 200 太田南

600 500 400 300 200 200 太田北

700 600 500 400 300 200 200 温井

800 700 600 500 400 300 200 200 温井以北

運 賃 表
※同一地域内のみ利用は 200円
　市街地内のみの利用はできません

元日を除く
毎日運行
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乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
  温
井
線
 時
刻
表

（
令
和
４
年
４
月
1
日
更
新
）

上
り
（
市
街
地
行
き
）

◆
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
ご
利
用
方
法

●
乗
車
し
た
い
方
面
と
予
約
受
付
時
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

   （
予
約
受
付
時
間
　
8：
00
～
17
：
00
 ）

●
乗
車
し
た
い
時
刻
の
便
の
1
時
間
前
ま
で
に
電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　

　
※
始
発
便
は
前
日
の
17
:0
0
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

●
予
約
の
際
は
以
下
の
内
容
を
受
付
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　
①
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
方
面
、
②
名
前
、
③
乗
車
す
る
便
の
時
間
、
④
乗
り
降
り
す

　
る
停
留
所
名
、
⑤
手
荷
物
の
有
無

●
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
へ
の
乗
降

　
予
約
し
た
時
刻
の
便
の
停
留
所
で
乗
り
降
り
し
て
く
だ
さ
い
。

　（
※
停
留
所
以
外
で
の
乗
り
降
り
は
で
き
ま
せ
ん
。）

●
電
話
予
約
の
例

　
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
温
井
線
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
①
（
方
面
）
市
街
地
方
面
へ
行
き
た
い
の
で
す
が

　
②
（
お
名
前
）
飯
山
花
子
で
す
。

　
　
※
乗
車
す
る
方
が
複
数
の
場
合
は
皆
さ
ん
の
お
名
前
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
③
（
利
用
す
る
便
の
時
刻
）
9
時
20
分
の
便
で

　
④
（
乗
降
の
停
留
所
）
○
○
公
民
館
か
ら
日
赤
ま
で

　
⑤
（
手
荷
物
の
有
無
）
手
荷
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
※
大
き
な
手
荷
物
が
あ
る
場
合
は
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

○
予
約
状
況
に
よ
り
、
出
発
時
刻
・
到
着
時
刻
は
変
動
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

　
だ
さ
い
。

○
市
街
地
の
み
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。（
須
多
峰
団
地
、
市
ノ
口
坂
下
、
神
明
町
、

　
愛
宕
町
、
坂
上
、
本
町
、
飯
山
市
役
所
、
南
本
町
、
西
上
町
、
飯
山
駅
北
、
飯
山
駅
、

　
日
赤
、
静
間
北
、
中
町
東
、
大
久
保
東
の
区
間
）

○
運
賃
の
割
引
に
つ
い
て

　
小
学
校
就
学
前
・
・
・
無
料

　
小
学
生
　
　
　
・
・
・
半
額

　
障
が
い
者
割
引
・
・
・
半
額
（
手
帳
の
提
示
が
必
要
で
す
。）

　
※
障
害
者
（
身
体
・
療
育
・
精
神
）
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　
※
身
体
障
害
者
手
帳
（
第
1
種
）
所
持
者
お
よ
び
療
育
手
帳
（
A）
所
持
者
と
同

　
　
行
す
る
方
（
1
名
）。

下
り
（
温
井
・
柄
山
方
面
行
き
）

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
お
問
い
合
わ
せ
は
飯
山
市
役
所
企
画
財
政
課
☎
62
-3
11
1
ま
で

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
は
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
先
：
長
電
バ
ス
（
株
）　
☎
62
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り
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温
井
線
（
平
日
の
朝
・
夕
・
夜
は
バ
ス
が
走
り
ま
す
。
 ※
バ
ス
は
バ
ス
の
時
刻
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

●
印
＝
元
日
を
除
く
毎
日
運
行
（
元
日
は
運
休
）

■
印
＝
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
の
み
運
行
　
 8
/1
3
～
8/
16
お
よ
び
12
/2
9
～
31
、
1/
2、
1/
3
は
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
と
同
時
刻
で
運
行
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